特別養護老人ホーム入所定員変更について
老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの入所定員を変更する場合には、老人福祉法に基づく申請と、併せて介護保険法に基づく変更の届出も必要となり、新規開設時と同程度の事務処理が必要となります。

　　申請や届出が必要となる書類等については、次ページをご参照ください。
特別養護老人ホーム定員増変更関係書類
　　　　　　　　　　　　　　　法人名　　　　　　　　　　　　施設名　　　　　　　　　　　

（必要書類）

　　１．特別養護老人ホーム入所定員変更認可申請書　　　　　　　　　　様式第10号　　＊

　　２．変更届出書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式第３号　　＊

　　３．介護老人福祉施設の指定に係る記載事項　　　　　　　　　　　　付表１４　　　＊

　　４．指定介護老人福祉施設介護給付費算定に係る体制等状況一覧表　　別紙１　　　　＊

　　５．従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表　　　　　　　　　　　　別紙２　　　　＊

　　６．栄養マネジメントに関する届出書　　　　　　　　　　　　　　　別紙１１　　　＊

　　　　・委託の場合、給食委託契約書（業務の代行等）

　　７. 施設位置図

　　８. 施設設置認可書（原本照合）

　　９. 法人認可書　　（原本照合）

　　10. 法人定款　　　（原本照合）

　　11. 法人登記謄本　（原本照合）

　　12. 建物検査済証　（原本照合）

13. 消防用設備等検査済証　（原本照合）

　　14. 土地登記簿謄本及び建物登記簿謄本(原本照合)

　　　　・建物がまだの場合は、建物所有権保存登記誓約書でも可

　　15. 地籍図

　　16. 建物平面図、立面図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

17. 室別面積表（各階ごと、種類別の数及び面積）

　　18．施設基本運営方針

　　　　※ユニット型（一部ユニット型を含む）に変更された場合は必ず必要

　　19. 施設会計予算書（変更年度を含めて２年分）

　　20. 運営規程、重要事項説明書、契約書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
（介護老人福祉施設・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護各１部）

　　　　※食費・居住費の設定に係る計算書及びチェックシート（変更がない場合は不要）

　　21. 職員名簿（職種・氏名・年齢・資格の状況）

　　22. 主な職員の履歴書（原本照合）

　　　　・主な職員の位置付けの確認のため、当該施設の組織図を提出してください。

　　　　（管理者、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員、主任看護職員、主任介護職員、ユニットリーダー、事務長など）

23. 要資格職員資格証明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

　　24. 市町村長の意見書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊印については、２部作成してください。
